
大田市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月１１日 

 

大田市長 

 

大田市規則第１０号 

大田市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

 大田市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１７年

大田市規則第６５号）の一部を次のように改正する。 

第７条を第８条とし、第３条から第６条までを１条ずつ繰り下げ、

第２条の次に次の１条を加える。 

（休所日の特例） 

第３条 条例第５条第２項の規定により、保育所に入所する児童の利

用がない土曜日を休所日とすることができる。 

別表大田市立大田保育園の項中「９０」を「８０」に改め、同表大

田市立久手保育園の項及び大田市立波根保育園の項を削り、同表大田

市立川合保育園の項中「６０」を「２０」に改め、同表大田市立静間

保育園の項を削り、同表大田市立温泉津保育所の項中「６０」を「４

０」に改める。 

  附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


